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告 示
栃木県告示第65号
　平成30年度における２等陸士、２等海士及び２等空士として採用する自衛官並びに自衛官候補生の募集期間
が次のとおり定められたので、自衛隊法施行令（昭和29年政令第179号）第114条（同令第118条の規定により
その例によることとされる場合を含む。）の規定により告示する。
　　平成30年２月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

募 集 種 目 募 集 期 間

一般曹候補生（陸・海・空） 平成30年３月１日（木）～同年５月１日（火）

自衛官候補生（男子・女子） 平成30年３月９日（金）～同年６月12日（火）

───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第66号
　自衛隊法施行令（昭和29年政令第179号）第117条第１項（同令第118条の規定によりその例によることとさ
れる場合を含む。）の規定により、２等陸士、２等海士及び２等空士として採用する自衛官並びに自衛官候補
生の採用試験の試験期日並びに試験場の位置及び名称を次のとおり定めたので告示する。
　　平成30年２月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

募集種目 試 験 期 日 試 験 場 の 名 称 試 験 場 の 位 置

一般曹候補生
（陸・海・空）

１
次 平成30年５月26日（土） 宇都宮地方合同庁舎 宇都宮市桜５丁目１番13号

２
次
平成 30 年６月 30 日
（土）、同年７月１日 陸上自衛隊北宇都宮駐屯地 宇都宮市上横田町1360番地
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（日）の指定された日

自衛官候補生
（男子・女子）

平成30年６月16日（土）
陸上自衛隊宇都宮駐屯地 宇都宮市茂原１丁目５番45号

平成30年６月17日（日）

（市町村課）　
───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第67号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第49条の規定によ
り医療扶助又は医療支援給付のための医療を担当する機関を指定したので、生活保護法第55条の３の規定によ
り次のとおり告示する。
　　平成30年２月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
病院、診療所又は薬局

指 定 年 月 日 名 称 所 在 地

平成29年３月１日 石橋総合病院 下野市下古山１-15-４

平成29年10月１日 医療法人社団蒔北会おちあい眼科 下野市下古山88-１

平成29年11月１日 アップル歯科クリニック 佐野市高萩町1220-４

平成27年４月１日 入江デンタルクリニック 日光市大室字西原1138

平成29年11月１日 スマイル歯科 那須烏山市藤田1477

（保健福祉課）　
───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第68号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第77条第１項及び第115条の９第１項の規定により、同法第41条第１項
本文の規定による指定居宅サービス事業者の指定及び同法第53条第１項本文の規定による指定介護予防サービ
ス事業者の指定の一部の効力を停止したので、同法第78条及び第115条の10の規定により次のとおり公示する。
　　平成30年２月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事 業 所
番 号

事業者の名称

指定居宅サービス事業所及び
指定介護予防サービス事業所 停止の内容 停 止 の 期 間

サービス
の 種 類

名 称 所 在 地

0952380012 社会福祉法人関
記念栃の木会
理事長
関　裕子

老人保健施設
みなと荘

下都賀郡壬生
町大字北小林
815番地

介護給付費
及び予防給
付費の請求
の上限を５
割とする。

平成30年２月１日
から同年７月31日
まで

通所リハ
ビリテー
ション
短期入所
療養介護
介護予防
通所リハ
ビリテー
ション
介護予防
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短期入所
療養介護

───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第69号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第104条第１項の規定により、同法第94条第１項の規定による介護老人
保健施設の開設許可の一部の効力を停止したので、同法第104条の２の規定により次のとおり公示する。
　　平成30年２月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事 業 所
番 号

開設者の名称
介 護 老 人 保 健 施 設

停止の内容 停 止 の 期 間 サービス
の 種 類名 称 所 在 地

0952380012 社会福祉法人関
記念栃の木会
理事長
関　裕子

老人保健施設
みなと荘

下都賀郡壬生
町大字北小林
815番地

介護給付費
の請求の上
限を５割と
する。

平成30年２月１日
から同年７月31日
まで

介護老人
保健施設

（高齢対策課）　
───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第70号
　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19条の９第１項に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を
したので、同法第19条の19の規定により次のとおり公示する。
　　平成30年２月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日

文教薬局 下野市文教２丁目８番２号 有限会社メディカ 平成30年１月16日

２　指定訪問看護事業者

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日

訪問看護かえりえ小山 小山市駅東通り１-33-11-
４Ｆ

株式会社やさしい手 平成30年１月25日

（健康増進課）　
───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、栃木市長から公
共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとお
り公示する。
　　平成30年２月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（基準点測量　水準測量）

２　作業地域
栃木市都賀町平川の一部
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３　作業期間
平成30年２月20日から同年６月５日まで

───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、芳賀町長から公
共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとお
り公示する。
　　平成30年２月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（ＭＭＳ計測、数値地形図データ更新）

２　作業地域
芳賀町内町道

３　作業期間
平成30年２月１日から同年３月23日まで

（監理課）　
───────────────────────────────────────────────
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　平成30年２月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

芳賀郡芳賀町大字祖母井字立海道西1664番
39、1664番130

芳賀郡芳賀町大字祖母井1664番地41 齋 　 藤 　 正 　 巳

芳賀郡芳賀町大字下延生字南原127番６の一
部、127番７の一部、127番10の一部、大字下
延生281番２の一部

芳賀郡芳賀町大字下延生127番地６ 堀 　 内 　 一 　 浩

芳賀郡市貝町大字上根字稲荷林1303番１、
1304番１の一部、1305番の一部、1306番２

東京都品川区南品川四丁目２番33号 株式会社小野運送店

下野市石橋字横塚969番３、969番４ 下野市石橋969番地３ 市 　 村 　 和 　 子

下野市小金井字テシコ1801番５ 下野市小金井1776番地 髙 　 山 　 麻 　 理

下野市磯部字西口861番４ 佐野市奈良渕町331番地奈良渕市営
住宅13－103

伊 　 澤 　 智 恵 子

下都賀郡壬生町大字上田字朝比奈40番２、41
番13

宇都宮市駒生町1082番地３プラセー
ルＥ101

田 　 上 　 真 　 里
田 　 上 　 　 　 久

矢板市扇町二丁目1519番134、1519番135、
1519番283

小山市駅東通り一丁目28番５号 有限会社田中総業

（都市計画課）　
───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○入札公告（特定調達公告）
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　次のとおり一般競争入札に付する。
　　平成30年２月16日

栃木県総合教育センター所長　　軽　　部　　幸　　治　　
１　入札に付する事項
⑴　借入件名及び数量　栃木県総合教育センター研修・生涯学習用パソコンシステム　一式
⑵　借入物品の特質等　入札説明書による。
⑶　借入期間　平成30年７月１日から平成36年６月30日まで
　なお、この契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に規定する長期継続契約として実
施する。そのため、契約に当たっては、県の各年度予算において当該契約に係る経費が減額又は削除され
たときに契約を変更又は解除できる旨の特約を付す。
⑷　借入場所　栃木県総合教育センター
２　入札に参加する者に必要な資格
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４に規定する者に該当しない者であること。
⑵　競争入札参加者資格等（平成８年栃木県告示第105号）に基づき、情報関連サービス又はリース、レン
タルの入札参加資格を有するものと決定された者であること。
⑶　平成30年４月20日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領（平成22年３月12日付け会
計第129号）に基づく指名停止期間中でない者であること。
⑷　１の⑴と同様の物品の納入又は賃貸借の実績を有する者であること。
⑸　借入物品に係る迅速なメンテナンスを行う体制が整備されている者であること。
⑹　本件業務について、仕様書の要求する事項を確実に履行できることを証明した者であること。（詳細
は、入札説明書による。）

３　入札の手続等
⑴　契約に関する事務を担当する公所等の名称等及び契約内容の縦覧場所
〒320-0002　栃木県宇都宮市瓦谷町1070番地
栃木県総合教育センター　電話028-665-7200

⑵　入札説明書の交付期間及び交付場所　平成30年２月16日から同年３月20日までの日（土曜日及び日曜日
を除く。）の午前９時から午後５時まで⑴の場所において交付する。
⑶　入札及び開札の日時及び場所
　平成30年４月20日（金）午前10時　栃木県総合教育センター　学習室ABに持参又は郵送すること。（た
だし、郵送による入札書受領期限は平成30年４月19日（木）午後５時必着とし、書留郵便で⑴の場所へ郵
送すること。）
⑷　入札方法　１の⑴の件名で総価で入札に付する。
⑸　入札書の記載方法等
　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額
（当該金額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価
格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ
ず、契約を希望する見積金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑹　その他
ア　入札に参加する者に必要な資格の審査
入札に参加しようとする者は、次のとおりこの入札に参加する者に必要な資格の審査を受けること。
ア　入札参加資格確認書類等の提出期間、提出場所及び提出方法　平成30年２月16日から同年３月30日
までの日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から午後５時までに⑴の場所に持参又は郵
送すること。（ただし、郵送の場合は平成30年３月30日午後５時必着とし、書留郵便で⑴の場所へ郵
送すること。）
イ　審査及び審査結果の通知　栃木県総合教育センター所長が、入札に参加を希望するものが提出した
書類を審査し、栃木県総合教育センターで交付する仕様書に示す事項を満たしていると判断した者の
みに入札参加資格を付与する。審査結果は平成30年４月13日（金）までに通知する。



（104） 栃 木 県 公 報 第2961号平成30年２月16日　金曜日

発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,080円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

イ　現地確認　この入札に参加しようとする者は、⑵の期間に、事前に入札事務の担当者と調整し、現地
確認を行った上で、入札に参加すること。

４　その他
⑴　契約手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨
⑵　入札保証金及び契約保証金　免除
⑶　入札の無効　２の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった
者の提出した入札書及び栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第156条第３号から第７号までに
掲げる入札に係る入札書は、無効とする。
⑷　落札者の決定方法　栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）第154条の規定に基づいて設定され
た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑸　契約書作成の要否　要
⑹　その他
ア　入札の変更等　平成30年度栃木県一般会計予算が原案どおり成立しなかった場合には、この入札の変
更等を行うことがある。
イ　詳細は、入札説明書による。

５　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be leased:
A complete set of a personal computer system for training and lifelong learning used 
at the Tochigi Prefectural Comprehensive Education Center 1 set

⑵　Deadline for walk-in Bidding Documents:
10:00a.m., April 20, 2018
Deadline for postal Bidding Documents (Documents must arrive no later than):
5:00p.m., April 19, 2018

⑶　Information is available at:
Tochigi Prefectural Comprehensive Education Center
1070 Kawarayacho, Utsunomiya, Tochigi 320-0002
TEL. 028-665-7200

（教育委員会事務局総務課）　
───────────────────────────────────────────────


